
 

廃第８０７号－３  

令和７年１０月７日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県柏市末広町６番４号 

株式会社レイコーポレーション（代表取締役 浅野 恵文） 

（法人番号３０４０００１０７７７０９） 

許 可 の 番 号 第０１２００１６８３８５号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１０月７日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

株式会社レイコーポレーションは、破産手続開始の決定を

受けたことにより、法第１４条第５項第２号イで規定する法

第７条第５項第４号ロに該当するに至ったことから、法第 

１４条の３の２第１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684

 



 

廃第８０８号－３  

令和７年１０月７日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

埼玉県さいたま市岩槻区小溝１１４７番地 

株式会社サングリーン（代表取締役 佐藤 健太郎） 

（法人番号５０３０００１０１７９１１） 

許 可 の 番 号 第０１２０００５５７５２号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１０月７日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

株式会社サングリーンは、破産手続開始の決定を受けたこ

とにより、法第１４条第５項第２号イで規定する法第７条第

５項第４号ロに該当するに至ったことから、法第１４条の３

の２第１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684

 



 

廃第８０９号－３  

令和７年１０月７日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

埼玉県さいたま市岩槻区小溝１１４７番地 

株式会社ベストワーク（代表取締役 佐藤 健太郎） 

（法人番号８０３０００２０６９２５５） 

許 可 の 番 号 第０１２００１７２６９５号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１０月７日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

株式会社ベストワークは、破産手続開始の決定を受けたこ

とにより、法第１４条第５項第２号イで規定する法第７条第

５項第４号ロに該当するに至ったことから、法第１４条の３

の２第１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684

 



 

廃第８１０号－３  

令和７年１０月７日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長      

（公印省略）     

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

神奈川県横浜市旭区上川井町２０４番地３ 

クローバー建設株式会社（代表取締役 染谷 栄朗） 

（法人番号９０２０００１０５６１３０） 

許 可 の 番 号 第０１２００２０１５１９号 

処 分 の 年 月 日 令和７年１０月７日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

クローバー建設株式会社は、破産手続開始の決定を受けた

ことにより、法第１４条第５項第２号イで規定する法第７条

第５項第４号ロに該当するに至ったことから、法第１４条の

３の２第１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684

 


